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太陽光発電設備 パワーコンディショナ インバータ取替工事  

特記仕様書 
 

作 業 名 太陽光発電設備 パワーコンディショナ インバータ取替工事 

住  所 佐賀市嘉瀬町中原４００番地 

履行期間 契約日から令和５年７月３１日まで 

工事場所 佐賀県医療センター好生館 病院棟 

1.一般事項 

 適用範囲 この仕様書は、太陽光発電設備 パワーコンディショナ インバー

タ取替工事について適用する。 

 工事目的 佐賀県医療センター好生館 病院棟に設置している太陽光発電設

備パワーコンディショナのインバータを取り替える。 

 工事概要 付図１「単線結線図・機器図」のとおり。 

2.工事に関する要求 

 材料品質 この工事において使用する材料器具は、特に定める外はＪＩＳ、Ｊ

ＥＭ等の規定に適合する新品の一級品とし、特に制作するものにつ

いては、製作図を作成し、承認を受ける。 

 品質管理 施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行うこと。 

3.提出書類及び設計図書の管理 

 提出書類 契約で定めるもののほか、表に示すものを監督員に提出する。 

名  称 部数 提出時期 名  称 部数 提出時期 

施工図(承認図) １部 契約後 

速やかに 

工事写真 ２部 作業終了

後速やか

に 

実施工程表 １部 工事終了報告書 １部 

実施手順書 １部   

4.安全管理 

 安  全 労働安全衛生法その他関係法令等によるほか、工事実施時は常に

作業の安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。 

      また工事場所周辺で行う病院側作業に支障をきたさないよう工事

方法を定める。ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議する。 

5.そ の 他 

疑  義 特記仕様書の記載内容に疑義を生じた場合は、監督員と協議の上、

これを決定する。 

 発 生 材 作業時に発生した廃棄物は関係法令に基づき適切に処理する。 

 その他の事項 病院内での写真撮影は、監督員の許可を受ける。また工事実施

場所以外への立ち入りは監督員の指示により、必要最小限とする。 




